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関 係 案 件 議案第 119号

提  出  課 税務課

歳出科 目 (P44～ P45) 2款 2項 1目 税務総務費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

市税還付費 100,000 13,000 113,000

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 13,000 償還金利子及び割引料

13,000

【補正理由】

法人市民税において、令和 2年度の申告納付額が令和元年度の中間納付額を下回る法人

があるなど、過年度還付額が当初の見込みを上回ることから所要額を増額するもの

【補正内容】

市税還付費 13,000

<参考>
市税還付費の推移

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度

①当初予算額 100,000 144,000 100,000

②流用額 2,900

③補正予算額 13,000

④予算額計 (①十②十③) 100,000 144,000 115,900

⑤決算額 (令和2年度は見込) 75,097 186,025 115,900

税
目
丹ll

内
訳

法人市民税 46,210 94,354 76,736

個人市県民税 23,417 28,062 30,458

固定資産税・都市計画税 5,323 13,550 8,647

軽自動車税等 147 59 59
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提  出  課 用地管財課

本田第 1庁舎おもいや り駐車場改修及び時間外受付窓口移設工事に係る

債務負担行為について

1 内容

本田庁舎のおもいや り駐車場の改修及び時間外受付窓日の移設工事について、令和 3年

秋の庁舎再編にあわせて供用を開始するため、令和 2年度内に着手する必要があることか

ら新たに債務負担行為を設定するもの

2 限度額

88,814千円

3 年度ごとの支出予定額

(単位 :千円)

期 間 金額

令和 2年度 0

令和 3年度 88,814

合 計 88,814

4 実施概要等

(1)お もいや り駐車場の改修

・駐車区画を 3台から8台に拡張 (う ち 5台分に屋根の設置)

・正面玄関まで屋根付き歩廊の設置

121 時間外受付窓日の移設工事

・地下にある時間外受付窓口を正面玄関脇へ移設

・時間外受付窓日の移設に伴い、市民相談センター及び消費生活センターを移設

5 今後のスケジュール

・令和 3年 3月  工事着手

・令和 3年 9月 供用開始予定
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おもいや り駐車場及び時間外受付窓口 (平面図)
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おもいや り駐車場完成予想図

時間外受付窓日 (立面図)
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木田庁舎電話交換機更新及び内繰電話機無線化工事に係る

債務負担行為について

内容                        ｀

本田庁舎の電話交換機の更新及び内線電話機の無線化工事について、令和 3年秋の庁舎

再編にあわせて供用を開始するため、令和 ?年度内に着手する必要があることから新たに

債務負担行為を設定するもの

1

2 限度額

72,204千円

3 年度ごとの支出予定額

(単位 :千円)

期 間 金額

令和 2年度 0

令和 3年度 72,204

合 計 72,204

4 実施概要等

・老朽化 した電話交換機の更新

・内線電話機の無線化

・ダイヤルインの本格導入 (原則として各係へ 1台以上設定する)

。木田庁舎 と南・北出張所、下水道センター間の電話回線の IP化

5 実施効果
。内線電話機の移設の効率化及び移設経費の節減

。市代表電話の混雑状態の緩和

・ IP化による電話回線使用料の節減

6 今後のスケジュール

・令和 3年 3月  着手

・令和 3年 7月  供用開始予定
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